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融
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れ
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應
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_

九
四

に
於
て
，
獨
逸
は
金
貨
本
位
制
を
採
用
し"
補
助
銀
貨
：
 

.の
法
貨
お
る
資
格
を1.1

十
馬
党
R

他
の
補
助
貨
幣
の
法. 

貨
れ
る
資
格
を1.

馬
克
<

し
、
且
つ
國
庫
を
し
て
遒
等
'
 

貨
幣
を
.隨
時
金
貨
に
别
換
ふ
る
の
義
務
を
負
は
じ
め
れ 

る
が
"

戰
時
金
貨
の
流
出
を
防
邊
す
る
が
爲
め
に
は
、 

是
等
規
定
の
維
持
せ
ら
れ
ざ
る
は
、1

般
の
饑
む
る
所 

な
i

き
o

今
丨
政
府
の
期
圖
し
た
る
針#•は
下
記
の
諸
法
律
に
：依 

て
"
逐
次
實
行
せ
ら
れ
た

+ 

. 

;

(a
)

法
律
第
四
四
四
八
號
、
帝
國
政
府
紙
幣
並
に 

録
行
絨
幣
に
關
す
る
法
律
の
改
正 

.

;帝
國
政
府
紙
幣«1
從
來
强
制
的.に
授
受
せ&
れ
ざ
办
' 

し
が
'-
>
今
囘
法
貨
ど
爲
ヶ
"
帝
國
銀
行
紙
幣
亦
帝
國
銀 

行
が
金
貨
を
以
て
、
之
を
兌
換
す
る
の
義
務
を
免
除
せ 

&
れ
た
る
に
拘
は
ら
中> 
法
貨
の
資
格
を
保
持
し
"
國 

庫
：は
帝
國
政
府
紙
幣
兌
換
の
義
務
を
'免
除
せ
.
&
れ
"
，
又 

私
立
發
行
銀
行
を
し
て
余
：準«
»0
タ
办
打
»
を
免
か 

れ
.，
®
滕
0
營
業
を
塞
な
も
し
む
：る
爲
.め
、’帝
_
银

；!
I
I

1I
I
II|psii
Ii

の
偾
還
せ
も
る
、&

R

,

.
現
金
ど
短
囊
務
芩
の
比
、
 

率
^
亦
著
^
ぐ
增
進
し
たA
.
O
.
蓋
し
千
九
商
十
二
年
以
：
 

後
獨
逸
に
於
け.：る
事
業
界
の
沈
衰
は.錁

行

の

'
手

元

現

金 

を
增
加
す
る
に
就
て
便
利.を
與
へ
れ
る
が‘如
し
o
斯
る 

金
融
又
は.信
用
狀
璐
改
善
，の
外
に
，
獨
逸
は
適
當
な
る 

增
赖
計
畫
：に..依
て
、
，其
財
力
を
堅
實
な
ら
し
め
ん
；

H
Jし 

f
o
即
ち
千
九
茛
十.
|ニ
年
六
月
三
：：日..公
布
せ
&
れ

 ̂

る
有
名
な
る'税
法
に
於
て
はバ
先
づ
國
|»
«
課
金
の
«0 

度
を
定
め
、.

111

箇
年
'の
年
赋
を
以
て.:
約
十
一.

1

億
馬
克 

の
收
入
を
期
し
，.千
九
百
十
四
年
の
央.に
は
旣
に
其H 

億
馬
克
を
實
收
し
た̂v 

o
'

,U

四
®
の
戰
時
金
融
計
盡.

千
九
百
十
四
年
八
月
の
始
に
於
て
は
、
.獨
逸
の
金
融
. 

市
場
は
比
較
的
良
好
の
狀
猶
に
居
れ
り0
然
も
政
^
は 

財
政
上
，の
動
員
を
完
成
す
る
爲
め
、.豫
め
關
戰
當
初
に'

■制
定
す
可
态
幾
多0
法
案
を
艤
成
し
、
八
月
四
日
是
等 

諸
案
を
、

1

括
し(

て
'
帝
：國
_
會
に
提
出
し
、
：
之
を
即
決._ 

せ
し
め
れ
3

0

千

八

百

七

十

三

ー

年

七

月

九

.
日

.の

貨

幣

法

，
'

行
紙
幣
を
以
て
ノ
各
自
發
行
の
紙
.幣
を
免
換
せ
し
む
る

こ
ビ
V

し

れ

公

？

.，
：.ぐ

；
.
'
.
.
:

ぃ

,
'
$
.
,
.
'

法
律
第
四
四
三
四
號
、
貨
幣
法
の
改
正
''
:

. 

:.,
前
記
の
如
く
，
'千
八
茛
七
十
三
年
の
貨
幣
法
は
補
助 

.飯
貨
其
他
办
補
助
貨
幣
の
所
有
者
を
し
て
、
國
庫
に
就 

て
"
要
求
次
第
金
货
に
換
ふ
る
の
自
由
を
認
め
れ
る 

が

、
戰
時
國
庫
は
此
義
務
を
免
か
，れ
、
引
換
請
求
潜
に 

對
し
て
は
、.帝
國
'«
行
紙
幣
又
は
帝
國
政
府
紙
幣
を
交 

付
す
れ
ば
、
足
れ
る
に3>
れ
り
0 

,
v(c
)

法
律
第
四
四
三
五
號

"
f

行
法
の
改
正. 

帝
國
銀
行
は
其
中
央
發
行
鏃
行
た
る
歷
史
的
職
務
に 

基
き
"
.
常
に
戰
時
に
於
て
國
家
の
爲
め
に
力
を
致
す
可 

き
機
關
を
以
て
目
せ
ら
れ
仡
り
、
此
重
大
な

る

任
務
を 

果
す
に
は
、
帝
國
，銀
行
を
非
常
事
變
に
應
ず
可
き
地
便 

に
® 
く
の
必
要
を
印
：じ
た
る
は
論
を
俟
れ
す
ゝ
千
八
茛 

七
十M

年
H
月
の
0
行
.法
第
十
七
條
は
帝
國
銀
行.は
其
. 

發
牦
す
る
紙
幣
の.準
備
金
ど
し
て
，
"
三
分
の1

の
現
金 

'を

:"
1
1
1
分
の
ニ
の
.ニ
名
以
上
記
名
ノ
@
期
爲
替
手
形
を

谘

九

卷(

/
ニ

七

ご

雜

錄

樹

逸

金

鄉

上

の

⑽
員

有
す
可
令
こ
ビ
を
、
規
定:1
>
れ
各
.が
：、
_
戰
時
帝
國
銀
行 

*
帝
國
R
對
す
る
資
金
融
通
を
自
由
な&
し
IT
:る
爲 

め
"
此
規
定
.は
直
：に
改
：正
せ&
れ
"
帝
國
銀
行
は
帝
國 

政
府
發
行
の
期
限
三
箇
月
以
內
の
羊
形
を
割
引
し

、11 

箇
記
名
手
形
に
加‘ふ
る
に"

斯
る
帝
國
の
短
期
債
券
並 

に
政
府
手
形
を
も
銀
行
独
第
十
七
條
の
规
定
に
該
當
す 

る
準
備
に
充
つ
る
を
得
る
こ

VJ W

し
、
倚
ほ
此
法
律
を 

以
て
？
帝
國
銀
行
の
*
行
す
る
制
限
外
紙
幣
に
對
す
る 

課
稅
0
規
定
を
廢
止
し
れb

o
蓋
し
戰
時
帝
國
銀
行
が 

帝
國
の
利
窖
を
慮
ぅ
て"
紙
幣
を
發
行
す
る
場
合
に" 

其
發
行
を
制
限
す
可
き®
稅
を
施
す
の
理
由
#
せ
ざ
る 

を
以
て
な
6
0 

,

W)
法
#

®
四
四
四
六
*
'、
«

#

♦庫
に
關
す
る' 

?i
,

:以
上
の
諸
法
律
は
何
れ
も
通
貨
並
に
發
行
銀
行
に
關 

す
る
現
行
法
律
を
改
正
じ>2
る
も
の
な
る
が
，
斯
る
平 

和
時
代
に
制
定
せ
ら
れ
た'る
法
律
ミ
關
係
せ
す
し
て> 

財
政
上
0
動
員
を
全
ぅ
す
る
'爲
め
に
行
は
れ
'

る̂
他
の

.
_第
十
號
1

-
九
瓦



.
>
:
- 

.... 

.

.•

.
: 

: 

.

•:
.
. 

-
.
r
. 

J-:;
 
- i
 
-i-.
 
.
 
t.-

m
n

鲂

九

餘

(

一
一
七
ニ)

雜

錄

獨

趔

奩

融

上

の

棚

風 

諸
ft
畫
の
#
す
る
も
の
あh
o 

.

.
 

. 

■;
•
;帝
國
鈒
行
並̂

株
式
銀
行
を
救
濟
す
る
爲
め
、
政
府 

は
：«
俅
證
券
に
對
し
〃
て
信=用
'を
擴
張
：す
る
機
關
を
、
：設 

立
す
る
の
必
：喪
を
認
め
、
此
目
的
を
達
す
る
：爲
め

9
全 

國
を
通
b

v

"貸
付
金
雕
の
設
立
を
見
た̂
V
9蓋
し
此 

設
備
は
ぬ
ず
し
も
創
始
事
業

3̂.
す
可
か
：ら
ず
、
現̂
普 

魯
西
に
於
て.

2
"

千
八
西
四
十
八
年
"
千
八
百
六
十
六 

年
並
に
.千
八
百
七
十
年
の
戰#
並
に
恐
慌
.
に

於

て

.
"
實 

驗
せ
ら
れ
て
ゝ
相.當
の
，成
績
を
擧
げ
れ
ぅ
。
今
政
府
は 

是
等
時
代
に
於
け
る
.事
實
に
，顧
み

、

戰
晚
の
信
用
並
に 

通
貨
制
鹰
を
完.成
す
る
爲
め
た
，
旣
往
の
政
策
を
.蹈
製 

し

,
唯
時
代
の
推.移
杞
從
つ.
.て"
適
當
な
る
.改
正
を
加 

へ
た
る
も
の
な-

CVO 

.
固

よ

々

政

府

の

.
重

：
要

視

■
し

た

る

■
は 

財
政
上
に
於
け
る.政
府
0
要
求
.に
'應
せ
し
む
る
爲
め
、 

帝
國
銀
行
の
地
位
を
鞏
固
な
ら
し
む
る
の

1.

事
に
存 

し
、
而
し
て
肫
自
的
炫
副
は
し
む
る
爲
.め
に
"
帝
國
銀 

行
以
外
の
機
關R
於
てr

信
用
に
對
す
る
需
要
を
充
す 

の
機
會
’を
供
：へ
ん
？
し
だ.る
も
の
な
，う
。
彼
の
.株
式
銀

r

十
！

31
.

九
六

狩
の
如
き
、
：戰
時
に
於
て
得
意
先
の
需
要
に
»
中
る
忙 

努
力
す
る
所
わる
坷
じ
ビ

»

も

，

事
變
に
際
し
：
信
用 

の
急
：拙
な.る
需
要
を
充
ず
こ

w

の
み
を
目
的̂
じ
て
、 

別

種

.
の

機

關

を

設

立

t

る
.
0
必
要
を
認め
ら

れ

斯

く
 

て
帝
國
銀
行
の
全
國
に
散
在
す
る
支
店
^
協
力
し
て
， 

其
支
店
所
在
她
‘並
技
必
喪
を
存
す
る
他
の
地
方
に
貸
付 

金
庫
を
設
立
す
る
に
至
れ
る
も
の
な
ぅ
。

貸
付
金
庫
は
資
本
金
を
有
せ
ず
"
貨
付
金
庫
證
券
を 

發
行
し
て
、
業
務
を
衍
は
ふ
ミ
し
、
千
九
百
十
四
年
八 

月
四
日
の
法'#
狀
於
て
I
は
;̂
證

券

の

最

高

發

行

高

を

十
 

五
億
馬
克
ミ
し
、
同
年
十
一
月
十
” 

nの
法
#
を
以
て 

之
を
三
十
億
馬
克
に
擴
張
し
た
&
.
P然
も
實
際
の
發
行 

高
は
甞
て
當
初
の
制
限
辙
十
五
億
馬
克
忙
達
し
お
る
こ 

マ
」

な
ぐ
，
千
九
西
十
四
年
十1
1月
1
1
1
十】

日
の
發
行
高 

は
•十
1
T
S
1
:
芾
七
西
萬
褥
克̂
上
れ
る
：が"
千
九
&
十 

五
年
5
月
十
.五
：1
1反
於
て
«

却

て

，
七

億

六

千

萬

馬

宽

に
 

減
少
し
れ
''
6

;0
1
金
1

券
は
：1

に
#
ず
ミ
*
も
、 

帝
國
鈒
行
は
之
を
法
定
の
現
金
準
備
に
加
ふ
る

.
得̂
ベ

I

1

1
I

I

|

II1
I
1

II
I

I

く
、.

隨
て
冏
銀
行
の.

金
«

準
備
が
’

，八

苗

，
七

十

五

年

0

 

i
l
l.

:
蒂
國
銀
行

銀
行
法
飨
十
七
條
に
：規
定
せ
ら
れ
た
.る
紙
幣
發
行
高
に
ハ
：

.
囊
に
論
述
し
た
る
如
く
"
帝
國
鈒
行
は
多
年
來
國
際 

對
す
る
難
備.S
して不足なる場合には，此
貨
付
金
的
事
變

0
到
來
を
豫
想
し,6
戰
爭
の
破
裂
に
就
て
，
廉

廊
證
券
は
帝
國
銀
行
の
發
行
カ
を
搬
張
す
る
の
用
に
供

. 

せ

ら

る

、
も

の

な

ぅO

.
貸
付
金
，战
の
業
務
を
擧
ぐ
る
に
ゝ
金
庫
證
券
に
對
し 

て
、
帝
國
銀
行
ょ
り
紙
幣
を
受
取
帝
國
銀
行
は
貨 

付
金
®
證
券
を
準
備V」

し
て
、
其
三
倍
杞
相
當
す
る
紙 

幣
を
發
行
す
る
を
得
。
金
庫
證
券
は
始
め
五
、
一
〇
、
一

j 

0
、
並
に
豇
〇
を
以
て
额
面
ど
し
た
る
が
>
後
に
ー
並 

に
ニ
馬
克
を
额
而
マ

j

す
る
證
券
を
發
行
す
る
こ
ど 

气
是
等
小
额
而
の
證
券
多'く
流
通
し
て
、
大
額
菌
.の 

說
券
は
#
.
國

銀

行

.に

保

有

せ

ら

る 

>

に
至
れ
'力
。
千
九 

百
十
五
年
三
对
十
五
日0
週
報
^
據
：る
5

帝
國
銀
行
. 

の
所
有
ず
る
金
扉
雜
券
は
一
億
七
千
.丄
ハ
西
萬.f

を
箅 

す
る
を
:a
て
,

.典
發
行
總
額
七
傲
六
于
萬
馬
党
の
內
五
：
 

備
八
千
四
茛
寓
捣
克
は
實
際
に
流
通
し
つ
>
?>
れ
る
こ 

$
を
知
る
可
し。

.

绡
九
怨
ニ
一
七
：

r
i
)

雜

錄

、
還

鑫

上

の

賢 )

め
準
備
す
る
も
の3>
ら
き
。
以
下
開
戰
前
後
に
於
け
る 

|

金
融
上
の
經
過
を
叙
述
す
可
し
。 

j

千
■九
百
十
四
年
七
：̂
下
句
公
衆
は
國
際
間
の
危
機
に 

|

驚
き
、
帝
國
銀
行̂

就

て

、

紙

幣

を

命

貨

に

>]
|

換

へ

ん
 

ど
す
る
者
少
な
か
ち
ざ
力
きo
帝
國
銀
行
は
始
め
斯
る 

\

要
求
に
應
じ
來
公
た
る
が
、
其
後
方
針
を
改
め
ノ
單

R 

一.
補
助
貨
幣
の
怫
出
を
行
ふ
に
北
め
"
七
月
三
十1

日
以 

後
は
全
然
銀
行
紙.幣
の
兗
換
を
中
止
し
た6

0
思
ふ
に 

'

此
事
た
る,

當
時
政
府
の.承
認
を
經
.て
行
は
■れ
た
る
も 

\

の
R
し
て
、
八
月
四
日
帝
國«
行
が
非
常
财
政
計
«
を 

•協
賛
し
た
る
ビ
洪̂
,
.

:

法
#
上
の
：認
許
を
得
た
る
次
爾 

な
み
？
而
し
て.帝
國
銀
行
はa
換
停
止
の
爲
め
に
，
公
，
 

衆
を
驚
倒
甘
し
む
る
の_
を
避
く
る
讀
め
に
、
新
聞
紙 

を
刺
用
し
て
ノ
人
民'を
慰
撫
し
プ
又
同
時
に#
意
_先
に
' 

對
す
る
.手
形
の
劍
：引
を
寬
大
に
，し
て
、
«

«
の
*
,
務
变

婼
十
諕：

、

.
九
セ



.

狱

九

您(
I

一
七
靼

)

雜

錄
：

獨
魏
.金
：融
上
の
勑
貴
.：

拂
を
緣
易
な&
し
め
ん
^
し
れ
&
。
現
に
七
月
ニ
十
三 

.日

.よ
り
同111
十
一
日
^
至
る
.間
に
於
で
"
帝
國
銀
行
の 

竿
形
割
引
高
に

十
！！一

億
三
^
萬
馬
克
の
增
加
を
吿
げ
だ 

る
が
如
き
、
帝
國
餵
行
が
資
金
融
通
に
力
を
致
し
た
る 

の
®

す
可
し
o
而
し
て
帝
國
鈒
行
の
資
金
融
通
は 

手
’形
の
_
[̂

に
止
ま
ら
中
、
擔
保
に
充
つ
る
品
目
を
改 

正
し
"
貨
出
を
0
虫
に
す
る
の
點
に
於
て
行
は
れ
た
办
. 

即
ち
平
和
時
代
に
帝
國
鈒
行
が
擔
保
物
マ

j
す
る
は
帝
國| 

並
に
聯
邦
州
の
公
僙
、
地
方
自
治
體
の
債
券
、
土
地
.抵 

當
偾
券
等
に
限
ら
れ
た
る
が"今
囘
之
を
櫥
張
し
て
？ 

-總
て
.獨
逸
姝
式
取
引
所
に
於
て
公
定
相
場
を
付
せ
ら
る 

、
內
國
の
有.惯
證
券
を
加
へ
>

ー
方
に
帝
國
銀
行
は
上 

記
^
付
金
庫
の
開
設
に
就
て
準
備
し
、
同
金
庫
を
し
て

j 

有
惯
證
券
並
に
腐
敗
せ
ざ
る
品
を
擔
保
抵
當

VJ

す
る
一 

資
金
の
融
通
に
當
ら
し
む
る
こ
ビ
、
し
れ
h
o 

斯
.る
施
設
が
戰
時
の
金
融
市
場
，に
如
何
な
る
効
果
を 

:發
挪
し
.た
る
や
は
帝
國
鈒
行
の
營
業
報
吿
'に
微
し
て
、 

.之
を
知
る
を#
べ
し
，o
其
一
‘班
は
附
錄
第
二
に
揭
ぐ
る

第
十
雛 

九
八

千
九
苗
十
四
年
七
月
十
五0
ょ
6
千
九
西
十
五
年1|一
 
月 

十
2£
日
に
至
る.期
間
の
數
字
に
明
な
る
が
如
く
、
^'
;1 

百
十
四
年
八
月
第
一
週
妃
於
て

r

商
業
手
形
並
に
夫
藏 

省
賺
券」

の
項
目
«
前
週
に
比
し
て
|
十
六
億
五
千
六
' 

西
萬
馬
克
を
增
加
し
た
6

0
此
增
额
の
内
約七
億
！4
币

. 

萬
馬
克
は
軍
事
費
支
權
に
俾
ふ
政
府
の
耍
求
に
*
け
を
 ヾ

こ
ど
は
他
の
材
料
に
據
て
之
を
知
る
を
得
べ
し

0
而
し 

て
商
業
祉
會
並
に
金
融
市
場
化
於
て
は
"
今
後
資
金
融 

通
の
便
宜
の
急
劇
に
杜
絕
す
る
こ
ビ
を
恐
れ
て
、
自
ら 

帝
國
餵
行
に
於
け
る
殘
高
の
增
加
を
欲
し
れ
れ
ヾ

」

も
、 

然
も
當
業
溝
，は
！

E

前
に
現
金
を
要
す
る
に
非
ず
，
隨
て 

割
引
手
形
の
代
金
は
卻
ら
銀
行
に
殘
存
し
て
、
其
預
金 

を
增
加
せ
し
め
れ
且
つ

1
方
杞
戰
钳
基
金
の
繰
入.
 

は
帝
國
鈒
行
の
金
貨
準
備
を
增
加
し
、
帝

國
鈒
行
は
三 

分
の1
を
法
定
率VJ

す
る
現
金
準
備
金

(

金
貨
、
金地 

金
■、
帝
國
政
府：紙
幣
"
貨
付
金
庫
說
漭

)

.
の
最
低
率
を
，
 

維
持
し
な
が
ら
、
紙
幣
發
行
に
依
て
i
大
な
る
資
金
の 

需
要
に
應
中
る
を
得
れA
0 :

單
に
金
«
の
*
備
の
：み'に：

就

て

見
るVJ

き
は
，、
開
戰
常
初
其
紙
幣
#
行
高
に
對
す 

る
比
率
は
三
割
七
分
九
厘
に
當
り
ー
其
後
八
序
ニ
十
ニ 

日
に
於
S
1
T割
六
分
七
厘
に
下
降
し
た
れ
ど
む
，
爾
來 

徐
々
增
加
し
、
千
九
西
十
五
年
三
月
十
五
日
に
於
て
.は 

四
割
六
分
九
厘
に
增
加
し
た6

0
斯
る
好
結
果
を
收
め 

れ
る
は
羅
竟
帝
國
銀
行
が
從
來
市
場
に
流
通
せ
る
金
貨 

を
囘
收
し
小
額
而
龈
行
紙
幣
を
し
て
之
に
代
ら
し
む
る 

を
得
れ
る
が
故
な
-
^
本
來
此
政
策
は
千
九
西
六
年
以 

來
帝
國
鈒
行
に
侬て
、
實
行
せ
ら
れ
、
最
近
數
年
間
同 

鈒
行
が
金
貨
を
增
殖
す
る
重
要
.な
る
手
段VJ

,爲
れ
る
も 

の
に
し
て
"
試
に
其
增
加
の
狀
況
を
年
次
に
依
て
鼯
別 

.あ
れ
ば
左
の
如
しo 

,

1

九M

堆
七
月
ニ
十
ゴ
百 

.九
一
七
。
ニ

一
九
二
5

同
上

 

九
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九
*
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一九
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竿同
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一
、
一
五
六
，，七

二九一四
年同上
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三
五
六

o

八

 

取
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- 

<

K.-
r

K

%'
.*
T
/l
i

^
リ

開
戰
に
先
だ
つ
數
日
前
、
帝
國
龈
行
の
金
貨
在
高
は 

十11

億M

千
三
西
ニ
十
萬
馬
克
に
減
少
し
れ
る
が
"
八 

月
上
切
以
來
徐
々
增
加
し.、
千
九
西
十
五
年.三
月
十
五

ぼ
比
：於
で.
.は
二
+

三
億
馬
克
の
：
‘

旦
額
に
上
れ&

0

帝
國 

銀
行
が
猶
逸
貨
幣
侧
度
の
基
礎
を
搣
搖
せ
ず
し
で
、
其 

紙
幣
發
行
高
を
臌
脹
せ
しf

を
得
れ
る
は
、一

に
斯 

る
金
貨
*

備
の
增
»
に
基
く
も
のVJ

解
す
可
き
な
りo
 

帝
國
銀
行
が.

八

月

r

日
以
來
金
貨
を
以
て
紙
幣
を
兌 

換
す
る
こ
ど
を
祖
絕
し
た
る

】

事
は
其
金
貨
^
侃
を
維 

持
す
る
に
就
て
、.

與
カ
.

わ
れ
る
こ
ビ

論
を
俟
た
ず
£
雖 

も
、
®

に
：進
ん
で
金
貨
準
備
の
增
加
を
期
す
る
に
就
て 

は
。
公
衆
の
肋
力
に
依
賴
す
る
も
の
少
な
か
ら
ざ
り
し 

こ
ど
を
認
め
ざ
る
可
か
ら
ず0

:
蓋
し
當
時
箇
人
の
所
藏 

す
る
金
貨
又
は
市
場
に
流
通
す
る
金
貨
に
し
て
帝
國
龈 

行
に
囘
收
せ
&

る
、
に
非
ざ
れ
ば
、
金
货
準
備
增
加
の 

手
段V

J

し
、て
求
む
可
き
も
の
な
か
ぅ
し
は
明
白
の
事
實 

に
し
で
"

先
づ
新
聞
紙
を
介
し
で
，
公
衆.H

f

灯
紙
幣 

引

換

か

方

法

を

敎

べ

"

次

a

で
帝
國
銀
行
に
金
貨
を
齋 

し
，
之
.

に
對
.

し
で
.紙
幣
を
收
受
す
る
の
國
民
的
義
務
な 

る)
y

や
を
鼓
吹
じ
，'

敎
會
、
學
校
亦
此
運
動
に
慫
加
し
、 

:

相
俟
っ
て
金
貨
を
输
入
せ
中
し
て
，
開
戰
以
來
帝
國
銀

笊
九
作
ン(

一1

七
五〕

雜

獨
逸
金
.融
上
の
勅
具'

第
十
號

九
九



ふ
に
此
E
額
な
る
金
貨
準
備
は
平
和.恢
復
後
货
幣
制
度
， 

を
正
常
な
る
狀
滕
に
燦.せ
し
む
.
.る
に
.就
て
資
す
る
所
大 

な
る
の
み
な
ら
ず
、
戰
時
非
常
の
際
に
於
て
、
國
民
が 

金
貨
を
犠
牲
に
供
し
て
、
紙
幣
を
收
受
す
る
を
辭
せ
ざ 

&
し
は
銀
行
余
融
のM
史
K
於
て
、
願
著
な
る
事
實 

ど
せ
ざ
る
可
か&

t

o要
す
る
に
此
事
實
を
心g
n
Kょ 

り

說
明
す
れ
ば
、
帝
國
龈
行■.ま
a

*同
»
fr
に
屬
せ 

ら
れ
た
る
大
な
る
信
用
を
以
て
、
重
な
る
理
由

^
.す
る
' 

を
至
當
ど
す
可
しo

合
•貨
が
流
通
上
ょ6
囘
收
せ
&
る
V

R®
ひ
ノ
小
額 

面
の
銀̂

^

幣

(

千
九
5

ハ
年
の
法
律rc
0
6
,
$
せ
. 

&
る
、
も
の)

は
流
逋
土
煎
要
な.
る

地

位

を

占

め

.：
,
千 

九
两
十
四
年
六
段
ニ
十
！！
1
小

：額

面

紙

幣

の

流

通

高

は

'
六 

億
五
千
两
七
十
興
馬®:
な
6
し
.が
ヽ
同
年
七
月
三
.十
日 

R
は
旣
に
八
億’一.

千r1

百
六
十
萬
®
克
に
增
加
し
、
更 

に
千
九
¥

5/
£
:年
2

£

^

迅

日

に

は

銀

行

紙

幣

全

.
體

の 

發

行

高

爾

屮

九
-®
.
一 一
千
七
百
驚
克0-
.內
.、
小
額
面
紙

.
1
0
0

幣
は
.ニ
十
1
億
*

千
ー
白
萬
馬
克
：
に
，
上

ク

，

全

赠

0

四
：
割 

«

分

.
に

當

れ

>

。
.

.
帝
國
银
行
.營
寒
報
吿
R
於
け
る「

商
業
手
形
並̂

太
.，
 

*
證
#
J
.
0
4
:

項
は
即
も
同
錐
行
が
带
國
金
融
上
0 

要
求
に
應
じ
づ、、
办
る
効
染の
.如
何
を
示
す
も
の
な
i
 

蓋
し
商
エ
；霧
.
«開
戰
に
.先
だ
.
.つ
數
日
，間̂

於
.て
、

# 

國
銀
行
ょ
^
'
充
分
な
る.資
金
：の
融
通
を
；受
け
、其

蠢
 

^
'
す
る
ょ
.ぅ
，も
、
寧
ろ
多
額
の
融
通
を
受
け
た
S

レ
0 

k

爾
來
第一

囘
の
軍
辦
公
債
發
行
せ&
る
、
ま
で
9 

戰
時
財
政
0
維
持
に
要
す
る
資
金
を
供
給
す
る
は
，

一
 

に
帝
國
銀
行0
任
務
.に
顧
し
、
斯

く
て

「

商業
手形

#: 

に
大
藏
省
賺
券

」

に
，侬
て
巻
不
せ
ら
る
、
金
額
は
«

次 

增
加
し
，
九
月1ニ
十
：1
1に
於
て
茈
最
高
額
四
十
|

瓦 

千
芄
^
八
十
萬
馬
克
に
達
し
、

一：.

方
に
政
府
の
報
街
に 

據
れ
ば
、
此
，金
額.中
一I

十
三
儀
馬
克
は
當
時
に
於
て
、 

大
藏
省
證
券
の
所
有
高
な
ぅ
し
^

云
ふ
；

o 
.而
：し
て
十
月
，
' 

五
：.日
®
事
公
：偾
の
第

j

囘
狒
込
行
は
るV
や
、

國
»
は 

二
十
®

®1

I
f
萵
坶
克
の
收
入
を
收
め、

±
を
以
て
帝

|

I
I

1
m

I

1
I
I

國
鈒
れ
の
糊
引
し
た
大
藏

*
證
券
を
.償
還
し
，た-
^
. 

九
月1 
一.

i

十
日
の
帝
國
銀'行
報
吿
に
於
て
四
十
七
嫌
五̂. 

六
西
萵
馬
克R
上
れ
る「

商
業
手
形
楚
大
藏
省
證
券

」 

の
余
額
が
十
巧
七H

0報
街
に
於
て
、
二
十
•六
億
四
千 

三
西
興
媽
克
に
下
れ
る
は> 
要
す
る
に
政
府
が少な
く

 

ビ
も
ニ

十
億
®

克
の
靜
券
償
還.を
行
ひ
た
る
の
結
果̂

>

 

す
可
し
o
興
後
十j

月
七E

に
於
て
依
然
、

「

商
業
手
形 

並
に
大
藏
省
證
券

」

の
金
额
は
ニ
十
六
億
四
千
趴
^
に 

居
れ
る
が
、
千
九
百
十
五
年
三
月
十
五
日
に
至
彡
て
、 

四
十
四
億
三
千
七
莨
萬
馬
克
に
增
加
し
れ
る
は
、
要
す 

る
に
政
府
财
政
上
の
喪
求
急
な
る
®

M、®
に
し
て
、
是 

等
の
事
實
に
徵
す
る
も
ゝ
帝
國
鈒
行
が
獨
逸
、金
融
上
の 

動
1|
の
中
楓
點
れ6
し >

を
知
る
に
難
か
ら
すo 

S

賛
付
衾
庫(

帝
國
貸
付
銀
行

) 

贷
付
金
旅
は
今
日
に
萊
る
ま
で
"
各
種
の
方
而
に
於 

て
"
其
任
務
を
果
し
ノ
或
は
帝
國
銀
行
を
援
助
し
"
或 

は
商
業
社
食
に
對
し
"
平
時
に
於
て
資
金
融
通
の
便
を 

得
る
，に'難
き
擔
保
物
を
刺
用
し
て
ク
.貸
付
金
を
收
む
へ
る.

第
九
#

1

(

一1;

七
七
.
} 

‘
雜
，
㈱
，
.獨
換
金
融
上
め
敵a
.

の
.機
食
を
與
へれ

t

贷
付
八0

M
貸
付
を
爲
す
や*

‘
爨
忆
說
明
し.た
1
$如
くs

動
的
に
帝
®
'
銀
行
紙
幣
の
墦 

發
を
促
す
ミ
離.も
>

『

，方
に
.貨
付
金
康
亦
紙
幣
價
格
の 

低
落
を
防
が
ん
ざ
し
て
、
機
：保
品
の
實
馏
確
實
な
る
/も 

j

の
、
み
に
向
つ
て
，
贷
出
を
行
ふ
こ
ミ
、
爲
る
可
し

Q 

然
も
.貨
付
金
旗
の
‘受
理
す
る
儋
保
品
の
範
圆
は
甚
だ
縻 

汎
に
し
て
"
株
式
債
券
物
產
を
始
め
、
腐
敗
せ
ざ
る
總
て 

の
貨
物
にj

旦

1

物
が
市
場
に
於
て
賣
買
せ
ら
れ 

且
つ
繼
續
的
價
格
を
有
す
る

 >」

^
を
制
限
ど
す
る
の
み
。 

又
其
擔
保
價
格
は
：五.割
を
限
度VJ

し
、
特
殊
：の
場
合̂ 

於
て
*
七
割
五
分
に
上
る
こ(£
f
o
債
務
^
は
自
寒 

の
全
財
産
を
以
て
、
貸
付
金
庫
の
偾
務
傲
還
に
當
る
可 

一
く
、
此
制
限
あ6
て
、
1
方
£

债

務

者

が

信
|[
]

あ

る

當 

業
者
に
限
ら
る
、
は
•
自
ら
金
庫
證
莽
の
實
惯
を
確
實 

な
&
し
む
る
.の
所
以
た
る
W

し
G

W
く
始
め
贷
付
金ffi
 

の
業
務
に
就
て
、
愼
重
な
る
方
針
の
持
せ
ら
れ
た
る
癖

. 

め
、
業
務
の«

«
は
^
局
漭
の
豫
.想
し
た
る
が
如
く
大 

な
る
に
¥
¥,
ず
>
現
に
'八
月
班
1
1
1
ょ
6
九
月
|ー
十
三
0
1 

,
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第

九

卷

(
I

一
 

七
八)

雜

.

錄
.
.
.
獨
逸
金
融
上
の
泐
員

,に
绝
る
間
に
は
證
辟.の
fi
li
i
高
は 

一
一
mニ
千
六
西
六
十 

與S

克
に
此
ま
れ
り0*
其
後
次
第
に
增
加
し
て"
九
0 

ニ
十
|ー17:

ょ
0
十
月
七
ロ
に
栗
る
間
に
於
て
八
儘
五
千 

十
海
馬
克
.ビ
爲
れ
b

o
而
し
て
十
月
七
日
に
於
て
は
證 

卷
の
發
行
高
十

】

億
千
五
西
七
十
萬
馬
克
の
内
、
七
® I 

1

千
四
十
离
捣
克
は
寧

一.

囘
軍
箏
公
債
の
應
慕
潘
に
貸 

出
さ
れ
"
同
月
末
に
於
て
"
他
の
有
怊
證
券
商
品
に
對 

■す
る
贷
岀
は
三
僞
三
千
ニ
西
六
十
萬
馬
克
に
上
り
"
千 

九
西
十
五
年
三
月
十
五日
公
债
«

®
に

對

し

て

、
副I 

M
せ
ら
れ
れ
る
資
金
の

4C

部
分
®
還
を
了
し
た
る♦の

結\ 

貸
出
金
の
^
花
高
亦
五
億
八
千
三
西
海
鸪
克
に
減

\ 

少
し
れ
b

o是
等
の
數
字
は
敢
て
貸
付
金
®
の
効
果
を 

否
定
す
る
の
資
料
れ
る
，も
の
に
非
す
、
現
に
其
効
粜
の

\ 

大
な
る
は
、
第
ニ
间
眾
事
公
偾
の
慕
集
^
際
し
て
"
顯 

著
な
る
に
茧
れ
即
ち
同
公
債
の
應
募
は
九
僦
馬
克 

•の
多
：きit
上
れ
る
が
、
應
慕
者
の
或
る*
が
®
佑
金
靡 

杞
依
賴
し
て
、
挪
込
に
耍
す
る
資
金
を
#
ん
ど
し
た
る 

‘ば
、
，蓊
明0:
'事
實
に
レ
^
、、;-
'本
^
_
:条

0
日
新
堪
事

_ /第十號ー
〇ニ

公
偾
第r

i

込
狩
は
を
る
や
、
應
難
條
件
に
據
る
拂 

込
必
要
額
は
三
億
四
千
萬
思.克
な
る
に
.

實

_

の

拂

込 

は
約
六
億
馬
克̂
數
へ
、
，一
方
に
貸
付
金
旗
の
貨
出
高 

は
四
月
七
日
ビ
同
十
四H 
ノ
レ
を
比
8
す
る
に
、
一
二
億
四
.'、
 

千
四
百
六
十
萬
馬
克
ょ
ぅ
十
五
®
七
千n 

!
w黹
坶
克 

上
と
其
內
五
億
ニ
千
宵
莴
烬
克
は
新
邡
尠
公
偾
剡
當

.

. 

辩
書
を
擔
保(£
:
し
て
贷5T

さ
れ
た
る
次
第
な6

0是
等 

の
事
實
ょ
&

考
ふ
る
ヾ

」

き

，は

?

市
中
の
採
式
銀a
は
#

.

，場
ょ
h
資
金
.を
囘
收
せ
ず
し
て
、
危
機
に
應
ず
る
を
得 

纪
る
こ
ど
を
知
，る#
べ
し
？

S.

戰
時
橋
用
銀
衧 

•»
付
金
庫
が
貨
出
に
就
て
、
愼
重
な
る
方
针
を
将
す 

，る
の
結
果
マ

j

し
て
、

政
府
は
別
にg
fl
$
信
用
の
便
-Hを 

圆
滑
な
ら
し
む
る
爲
め
に
、
他
の
機
關
を
必
®
ビ
し
れ 

即
ち
戰
^
の
爲
め
，に
商
工
業
界
の
榄
亂
せ
ら
る
る 

ゃ
、
«
行
.に
：充
分
な
る
信
用
を
有
せ.ず
，
又
擔
保
に
供 

■す
可
き
證
券
を
藏
せ
ざ
る
商T -
ー
業
者
ば
金
融
上
最
も
闲

.，雛
な
ざ
地
位
に
陷
ゲ>
自
家
.の
有
す
る
^
:
權
は
之
；を
_
,
-

收
す
る
に
雛
く
？
新
规
の
註
文
杜
絕
し
、

E
li
i
の
收
入 

亦
斷
絕
し
て>
.
_
r
方
に
自
家
の
偾
務
を
督
促
さ
れ
？
賃 

飯
支
柳
の
必
耍
目
前
に
追5

>事
業
の
，織
織
に
资
金̂ 

恶
せ
ん
かT

破
逄
の
外
に
出
づ
る
の
道
を
存
せ
ず
？
然 

も
斯
る
圃
雛
は
帝
國
鈒
行
、
貸
付
金
®
若
し
く
は
私
立
一 

銀
行
の
營
業
に依
て
、之
を
除
却
せ
ん
ビ
す
る
も
、或
は 

擔
保
品
の
不
充
分
な
る
爲
め
に
、
或
は
爲
替
手
形
に
對 

す

る
.«
書
の
不
充
分
な
る
爲
め
に
遺
慽
な
し
マ

」

せ
す
0 

茲
に
於
て
か
、
全
國
を
通
じ
て
戰
時
信
用
銀
行
な
る
も

. 

の
設
立
せ
ら
れ
，
自
己
の
資
本
金
：を
以
て
營
業
し
"
各 

設
立
地
の
地
方
自
治
體
並
に
商
業
刚
體
は
典
偾
務
を
保 

說
し
、
掼
失
を
賠
償
す
る
こ

VJVJ

爲
れ
り
。
而
し
て
戦 

時
侰
用
銀
行
の
當
樂
蒋
は
地
方
の
事
情
に
精
通
し
、
又 

其
業
務
を
行
ふ
に
愼
重
な
る
注
意
を
以
て
す
る
が
故

\ 

に
ト

帝
國
鈒
行
は
是
等
銀
行
の
有
す
る
手
形
に
對
し

"
.

其
資
本
金
の
三
倍
乃
免
五
倍
を
限
度

VJ

し

て

，爯
割
引 

す
る
.の
方
針
を
取
れ
办9 

,

へ
戰
時
信
用
銀
行
の
他
の
形
式
は
産
業
組
合

S

基
磯
に

.
笫i

2

1
七
九)

雜 

‘
V
 

i

i
±
w

f.
.

據
^

 ̂

:
'.
.獨
逸
中
逄
t t
w

を
®

力
す
る
の
自
，

g

を
以
て
課 

立
せ
ら
れ
"
小
な
る
地
方
©

治
體
特
に
其
設
立
を
企
て
、 

戰
爭
の
.爲
め
に
生
じ
■れ
る
負
擔
に
當
る
能
は
ざ
る
潘
を 

戰
時
に
.於
て
，救
肋
す
る
こ
ど
、
な
れ6
0

故
に
戰
時
に
於
け'る
信
用
の
便
宜
に
就
て
.。
獨
逸
に 

特
設
せ
ら
れ
た
る
全
體
の
組
織
を
約
言
せ
ん
炉
、
銀
行 

法
の
改
正
に
依
て
、

.

帝
國
鈒
行
を
大
規
模
の
戰
時
信
相 

銀
行
に
改
造
し
、
帝
國
銀
行
に
對
し
て
紙
幣
を
金
貨
に 

免
換
す
る
義
務
を
免
除
し
た
る
こ

VJ

に
侬
て
、
政
府
並 

に
商
工
業
ft
會
を
し
て
、
典
必
要
ど
す
る
信
用
の
便
觉 

を
收
め
し
め
、
斯
く
て
金a
市
場
が
一
時
の
打
擊
を
脱 

し
、
又
私
立
銀
行
が
商
：丄
業
に
舊
來
ビ
興
な
ら
ざ
る
信 

用
を
與
ふ
る
の
保
證
を
示
す
ま
で
"
第
‘一
囘
軍
事
公
似 

發
行
の
時
機
を
猶
豫
し
て
以
て
其
成
効
を
碯
保
し
れ
る 

も
のW

■一，

|

ム
ふ
可
しo 

獨
逸
の
信
用
制
度
は
貨
付
金
庫
の
設
立
に
侬
て
、
總 

て
の
要
求
に
應
：ず
る
に
座
又

#.
國
龈
行
を
じ
て
流 

動
蛛
を
有
せ
，ざ
る
擔
保
物
に
資
金
を
放
下
す
る
の
弊
な

_
十
號 

一0
ゴー
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C

外
國
爲
替 

獨
逸
が
如
lb
臨
時
事
變
に
伴
ぅ
施
設
に
就
て
"
着
 々

成
効
を
博
し
つ
、
あ
る
に
拘
は
&
ず
、
外
國
に
於
て
之 

を
獬
讃
す
る
者
少
な
き
は
.、
外
國
爲
替
相
場
の
動
搖
を 

過
爾
視
し
て"
利
_
.の
資
料
ビ
す
る
が
爲
め
な6
。
M 

し一

國
金
融
上
の
狀
況
ば
普
通
外
國
爲
替
相
場
に
依
て 

判
®
せ
ら
れ
、
而
し
て
開
戦
以
來
獨
逸
爲
替
相
锻
に
不 

利
な
る
狀
徳
は
獨
逸
金
融
上
の
形
勢
の
弱
點
を
示
す
も 

の
ぐj

認
め
ら
れ
れ
れ
と
も
、
諸
外
國
に
於
て
> 
獨
逸
爲 

替
相
場
の
低
落
し
れ
る
に
就
て
は
、
理
由
の
存
す
る
も 

の
あ
ぅ
。
獨
逸
於
商
工
業
に
活
潑
な
る
他
の
諸

il
lvj

同 

じ
く
、
國
際
贷
借
上
債
狢
を
負
ひ
れ
る
は
著
明
の
事
實 

に
し
て
、1

方
に
最
近
數
年
間
の
輸
出
入
貿
易
は
左
の 

如
き
消
長
を
示
し
れ
り
。

(

祺
位
西
萬
竭
克

)

輸

.入
：

輸•

出

輸

入

超

過
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雜錄獨逸金融卜：の励

a

か
ら
し
め
た
りo
.帝
國
銀
行
は

«

#
金
0.
没
券
を
®
行 

法
第
十
七
條
の
規
定
す
る
現
金
«
«|
に
||
*
箅

す

る

を

得
 

る
こ
ビ 

>爲
れ
る
が
故
に
、
貸
付
金
：

g

が
貨
出
を
行
ふ 

や
、
自
ら
帝
國
銀
行
の
機
能
を
大
な
ら
し
む
る
の
結
果 

を
齎
し
た
蓋
し
帝
國
銀
行
は
其
金
貨
準
備
の
み
•を 

以
て
し
て
、‘
法
律
に
定
め
れ
る
紙
幣
發
行
高
に
對
す
る 

準
備
金VJ

す
る
に
充
分
な
り
し
も
の
な
る
に
、
如
上
の 

改
正
に
依
て
"
贷
付
八
也
康
證
券
新
に
現
金
準
備
に
加
へ 

ら
^T

て

戰

時
f
國
銀
行
の
紙
幣
の
膨
服
す
る
際
に
、 

第
二
の
準
備
金
を
供
ふ
る
を
得
た
る
の
道
理
な

^
N
o而 

し
て
陬
爭
の
打
聲
に
依
て
"
死
地
に
陷
れ
る
基
礎
の
簿 

弱
な
る
商
エ
業
#
於
新
設
戦
時
信
用
銀
行
に
補
助
を
受 

け
た
る
は
、
金
融
上
の
動
員
の
.1

端
^
し
て
、
特
に
注 

意
せ
ら
れ
た
る
所
なh

o獨
逸
が
諸
交
戰
國
を
通
じ
て 

獨
ぅ
支
拂
猶
豫
法
を
制
定
せ
す
、
然
も
能
く
商
工
業
の 

停
廢
を
免
か
れ
、
其
商31
業
上
代
於
け
る
權
勢
に
大
な
：
 

る

傷

寄

を

鈸

ら

ざ

る

を

得

た

る

は

，
畢

竟

周

到

な

る

用 

意

の

下

に

成

れ

る

|1
|
織

に

歸

す

可

き

な

り

0

千
九
西
十11j

年
®
出
贸
易
の.著
じ
く
增
進
しお
る
忙 

拘
は
ら
ず
"
輸
入
ぬ
輸
财
に
超
過
^

る
こ
ど
傅
ほ
六
億 

七
于
三
西
萬
馮
克
に.及
.べ
ぅ
、
然
も
外
國
に
於
て
獨
逸 

の
爲
替
相
場
が
比
較
的
有
利
な
る
は
，
即
ち
無
形
の
.貿 

，為
差
額
れ
る
外
國
放
資
の
收
入
、，

i

業
の
運
貧
等
の 

囘
收
せ
ら
れ
た
る
が
爲
め
な6
0 

.
戰
爭
の
破
裂
ミ
共

H

 

觸
逸
が
是
等
の
收
入
を
失
ひ
、
其
輸
出
は
減
少
し
、
一
方 

に
戰
爭
繼
績
に
要
す
る
原
料
品
粗
製
品
の
供
給
に
就
て 

外
國
に
依
賴
す
る
も
の
大
な
る
に
至
'れ
&
ビ
す
れ
ば
、 

外
國
に
負
ふ
债
務
の
增
加
し
た
る
や
論
を
俟
た
ず

o
而 

し
て
政
治
上
の
理
由
记
據
ぅ
、
政
府
は
金
貨
を
外
國
に 

'輸
出
す
る
を
許
さ.ず
、
隨
て
外
國
爲
替
相
場
は
獨
逸
'市 

.場
に
於
.て
、
，
强
圈§
爲
れ
る
は
當
然

V

す
可
し
e
然
も 

.是
等
の
事
實6
る
は
拘
は
：ち
ず"
尙
ほ
貿
H勿
差
額
の
み 

.を
以
，て
、
爲
替
橄
場
の
騰
貴
^

#
)©
し
^
る
る
猶
0
腐 

因
ミ
す
る
雜
は
ず、
.|

般

.
の

威

情

が

此

點

に

關

係

す

る 

.
も

の

少

な

^
^

V

ざ

る

こ

ミ

-
^
^
め
.
ぎ

る

可

か

&

食

？

萆
 

し

电
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寫
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0

.緣
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n

.

^

f

る
地
位
を
占
む
る
合
衆
國̂於
1:
:
:
.
.
戦
爭
.の
終
局
が
*
合 

諸

國

に

.
有

利

な

る

可
し
^
す
る
の
信
念
の
行
はる
、
は 

明
白
の
事
實
に
し
て
、
此
信
念
は
自
&
爲
替
相
場
の
變 

動

隻

g

し
つ
' A

お
る
i
の
：€
す
可
し
0 
.是

れ

爲

霜 

.1

場
み
を
以
て
へ‘1

國
の
信
用
を
测
定
す
可
か
ら
中
云 

ふ
所
以
な
b

o
费
し
も
合
衆
國
の
銀
行
業
者
に
し
て
獨 

逸
の
勝
利
に
蟹
を
駿
が
ん
か.獨

逸
.0
爲
替
相
場
の
.低
き 

R
乘
じ
て
、
馬
克ft
を
購
入
す
可
く
、
斯
く
て
相
場
の 

恢
復
を
見
る
可
き
の
道
现
な6
0
假
に
外
國
R

於
け
る 

\

獨
逸
金
融
狀
雄
に
對
す
る
批
判
を
以
て
"

人
心
の
感
情 

一
に
基
き'9
時
日
の
經
過
に
陕
て
、
近
疋
せ
ら
る
、
も
の 

\

cf
*す
れ
ば
、
上
記
金
融
政
策
の
如
き
.は
"
明
に
觸
逸
：の 

I

希
擧〖

し
つA

わ
る
効
果
を
實
現す
る
の
資
料
ど
爲

一
獨
逸
を
し
て
容
易
に
今.
H
の
時
局
に
處
せ
し
む
る
を
得 

べ
し
。

不
和
時
代
に
於
け
る
帝
國
銀
行
0.
M
織
が
旣
往
タ# 

間
に
宜
ぅ
て
、1

の
織
範
た
ぅ
し
が
如
く
，®
爭
を
» 

想
し
V
X
開
®
ビ
共
每
行
は
れ
れ
る
金
融
上
の
ま
||

藥

”
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